
○地域の「強み」を活かした取組
・地域少子化対策強化交付金等により取組支援

・先進事例を全国展開

○「地方創生」と連携した取組
・国と地方が緊密に連携した取組

○「子ども・子育て支援新制度」の円滑な実施
・財源を確保しつつ、「量的拡充」と「質の向上」
・都市部のみならず、地域の実情に応じた子育て
支援に関する施設・事業の計画的な整備

⇒2015年4月から施行。保育の受け皿確保等による「量的拡充」と保
育士等の処遇改善等による「質の向上」
⇒地域のニーズに応じて、利用者支援事業、地域子育て支援拠点、

一時預かり、多様な保育等を充実

○待機児童の解消
・「待機児童解消加速化プラン」「保育士確保プラン」
⇒「待機児童解消加速化プラン」(2013年４月)に基づき2017年度末

までに約53.5万人の受け皿を確保
⇒「子育て安心プラン」(2017年６月)に基づき、2020年度末までに

女性就業率80％に対応できる約32万人分の受け皿を整備(2019年４月
１日時点の2020年度末までの受け皿拡大見込み量は約29.7万人分)

○「小１の壁」の打破

・「放課後子ども総合プラン」
⇒「新・放課後子ども総合プラン」(2018年９月)に基づき放課後児童ク

ラブを、2023年度末までに約30万人分の受け皿を整備(約122万人→約152
万人)(2019年５月現在約130万人)

○経済的基盤の安定
・若者の雇用の安定
⇒非正規雇用労働者の正社員転換や待遇改善への取組支援

・高齢世代から若者世代への経済的支援促進
⇒2019年度税制改正において、結婚・子育て資金一括贈与非課税制

度の適用期限を2021年３月31日まで２年延長
・若年者や低所得者への経済的負担の軽減

○結婚に対する取組支援
・自治体や商工会議所による結婚支援
⇒地域少子化対策重点推進交付金の活用等による自治体等の取組支援

○子育て・保育・教育・住居などの負担軽減
⇒2019年10月から幼児教育・保育の無償化を実施

○自治体、企業、公共交通機関などによる
多子世帯への配慮・優遇措置の促進
⇒「子育て支援パスポート事業」の全国共通展開化

Ⅲ 重点課題

○男性の意識・行動改革

・長時間労働の是正
⇒「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する
法律」公布(2018年７月)、順次施行

・企業経営者等の意識改革
⇒「イクメン企業アワード」や「イクボスアワード」等
を通じた人事労務管理や業務改善の好事例の普及促進

・出産直後からの男性の休暇取得の促進
⇒企業独自の休暇制度導入や育休取得促進

○「ワークライフバランス」・「女性の活躍」
・職場環境整備や多様な働き方の推進
⇒フレックスタイム制の弾力化、テレワークの推進

・女性の継続就労やキャリアアップ支援
⇒「女性活躍推進法」全面施行(2016年４月)、
施行後３年の見直しによる改正(2019年５月成立)

２．若い年齢での結婚・出産の希望の実現

３．多子世帯へ一層の配慮

４．男女の働き方改革

１．子育て支援施策を一層充実

５．地域の実情に即した取組強化

１
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○結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会づくり

・マタニティマーク、ベビーカーマークの普及

・子育て支援パスポート事業の全国展開

Ⅳ きめ細かな少子化対策の推進

○子育て
・経済的負担の緩和

⇒2019年10月から幼児教育・保育の無償化を実施

・三世代同居・近居の促進 ・小児医療の充実

・地域の安全の向上 ⇒子供の事故や犯罪被害防止

・障害のある子供、貧困の状況にある子供など様々な
家庭・子供への支援

⇒障害のある子供への支援、子供の貧困対策、ひとり親家庭
支援、児童虐待防止

○教育
・妊娠や出産に関する医学的・科学的に正しい知識の
教育

⇒正しい知識を盛り込んだ教材を作成 それに基づき指導

○仕事
・正社員化の促進や処遇改善

・ロールモデルの提示
⇒就労する・しない、子供を持ちながら働き続ける、
地域で活躍を続ける等のロールモデルの提示

・「地方創生」と連携した地域の雇用創出

○企業の取組

・企業の少子化対策や両立支援の取組の「見える化」と
先進事例の情報共有
⇒次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定・公表促進

・表彰や入札手続き等によるインセンティブ付与

１．各段階に応じた支援

２．社会全体で行動し、少子化対策を推進

２

○結婚
・ライフデザインを構築するための情報提供

⇒結婚、子育て等のライフプランニングやキャリア
形成のための高校生向けの教材を作成・配布

○妊娠・出産

・「子育て世代包括支援センター」の整備
⇒妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない
相談支援等を提供するため、2020年度末までに

全国展開を目指す

・産休中の負担軽減
⇒出産手当金による所得補償。社会保険料（健康保険、厚生年

金保険）の免除（2019年４月以降、国民年金の第１号被保険者の
国民年金保険料についても免除）

・産後ケアの充実

⇒産後ケアのガイドラインを策定（2017年）
産後ケア事業の実施を市町村の努力義務として位置付ける
こと等を内容とする「改正母子保健法」公布（2019年12月）

・「マタニティハラスメント」・「パタニティ
ハラスメント」の防止
⇒ 改正男女雇用機会均等法、育児・介護休業法（2017年１月

施行）による企業への指導の強化・徹底

・周産期医療の確保・充実等



令和2年3月31日時点

目　　標
（２０１９年度末／２０２０年）

大綱策定時の直近値 2019年度末時点 達成状況 備考

２６７万人
（2017年度末）

２３４万人（実績）
（2014年4月1日）

３０６万人
（2019年4月1日）（注2）

A ※

１１６万人
（2017年度末）

８６万人（実績）
（2014年4月1日（認可保育所定員数））

１２３万人（実績）
（2019年４月１日）（注3）

A

解消をめざす
（2017年度末）

２１，３７１人
(2014年4月1日）

１６,７７２人
（2019年4月1日）

B ※

１万か所以上で一体型の実施
をめざす

（2019年度末）（注4）
―

５，３６１か所
（2019年5月）

B ※

１２２万人
（2019年度末）

９４万人
（2014年5月）

約１３０万人
（2019年5月）

A ※

全小学校区での実施をめざす
（2019年度末）（注4）

１１，９９１か所
（2014年12月）

１９，２６０教室
（2019年11月）

B ※

解消をめざす
（2019年度末）

９，９４５人
（2014年5月）

１８，２６１人
（2019年5月）

C ※

１０１万人
（2019年度）

８１万人
（2013年度）

１０６万人
（2017年度）

A

延べ１６万人
（2019年度）

延べ７万人
（2014年度実績見込み）

延べ９．６万人
（2018年度実績)

B

延べ１４万人
（2019年度）

延べ５万人
（2014年度実績見込み）

延べ５．０万人
（2018年度実績)

B

延べ１５０万人
（2019年度）

延べ５７万人
（2014年度交付決定ベース）

延べ１００万人
（2017年度確定ベース）

B

１，８００か所
（2019年度末）

２９１か所
(2014年度実績見込み)

１，１９４か所
（2019年度）

B

８，０００か所
（2019年度末）

６，２３３か所
(2013年度実施状況)

７，５７８か所
（2019年度）

B

延べ１，１３４万人
（2019年度）

延べ４０６万人
（2013年度交付決定ベース）

延べ４９５万人
（2017年度確定ベース）

B

９５０市町村
（2019年度）

７３８市町村
（2013年度交付決定ベース）

９３１市町村
（2019年度交付決定ベース）

B

全市町村での
実施をめざす

１，２２５市町村
（2013年4月1日）

１，４７６市町村
（2017年4月1日）

B

全小児救急医療圏 ３５２（全国３５８中）
（2013年）

３２０（全国３３６中）
（2019年4月1日）

C

全ての学校区
(2017年度末）（注10）

３，７４６か所
（2014年8月）

６，５０３本部
（2019年11月）（注11）

B

全ての小学校区
(2017年度末)

３，３４４か所
（2014年8月）

５，２５８か所
（2019年度末）（注12）

B

全都道府県・市・
福祉事務所設置町村

９３．３％
（2013年度）

９５．１％
（2018年度）

B

全都道府県・市・
福祉事務所設置町村

９２．８％
（2013年度）

９６．６％
（2018年度）

B

９０％ ７４．１％
（2013年4月1日）

８７．３％
（2018年2月調査時点）

B

ひとり親家庭への支援

自立支援教育訓練給付金事業を実施している都道府
県・市・福祉事務所設置町村

高等職業訓練促進給付金等事業を実施している都道
府県・市・福祉事務所設置町村

子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議
会）の調整機関に専門職員を配置している市町村の割合

ファミリー・サポート・センター事業

養育支援訪問事業

常時診療体制が確保されている
小児救急医療圏数

地域ぐるみで子供の教育に取り組む環境の整備

学校支援地域本部など学校と地域が組織的に連携・
協働する体制の構築

家庭教育に関する学習機会の確保や家庭教育支援
チームによる相談対応などの家庭教育支援の実施

ショートステイ（注5）

トワイライトステイ（注6）

病児保育（注7）

利用者支援事業（注8）

地域子育て支援拠点事業

一時預かり事業（幼稚園型を除く）（注9）

　

放課後児童クラブ

放課後子供教室

放課後児童クラブの利用を希望するが利用できない児
童数

延長保育

子　育　て　支　援　（Ⅲ（１）（２）（３）、Ⅳ（１）関 連 ）

認可保育所等の定員（注1）

うち３歳未満児

保育所待機児童数

放課後子ども総合プラン

施策に関する数値目標の進捗状況

（達成状況について）
　Ａ　目標を達成した
　Ｂ　目標達成に向けて進捗したが、目標を達成しなかった
　Ｃ　目標達成に向けて進捗しておらず、目標を達成しなかった
　Ｄ　進捗状況を測れないもの（例：大綱策定時の直近値から数値の更新がないもの　等）

項　　　目
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目　　標
（２０１９年度末／２０２０年）

大綱策定時の直近値 2019年度末時点 達成状況 備考項　　　目

全都道府県・指定都市・児童相
談所設置市

５３自治体
（2014年4月1日）

７０自治体
（2019年4月1日）

B

２２％
（2019年度末）

１５．６％
（2013年度末）

２０．５％
（2018年度末）

B

８５０世帯
（2019年度末）

６５２世帯
（2013年度末）

７０２世帯
（2018年度末）

B

９，８００世帯
（2019年度末）

７，４８９世帯
（2013年度末）

９，４３４世帯
（2018年度末）

B

５２０か所
（2019年度末）

２２３か所
（2013年度末）

３７２か所
（2018年度末）

B

１，８７０か所
（2019年度末）

９４３か所
（2013年10月）

１，７９０か所
（2018年10月）

B

３９０か所
（2019年度末）

２６９か所
（2013年10月）

４２３か所
（2018年10月）

A

１９０か所
（2019年度末）

１１３か所
（2013年10月）

１７６か所
（2018年10月）

B

３４０か所
（2019年度末）

９８か所
（2013年10月）

１２７か所
（2018年10月）

B

４７か所
（2019年度末）

３８か所
（2012年度末）

５０か所
（2018年度末）

B

４２０か所
（2019年度末）

２２６か所
（2013年10月）

４６６か所
（2018年10月）

A

７０％
（2019年度末）

４３．２％
（2014年1月）

７５．８％
（2019年4月）

A

９０％以上（2015年度） ７４．６％
（2013年12月）

７６．２％
(2019年10月調査、2020年３

月公表）
B ※

低下 ６０．４％
(2010年）

５６．３％
（2015年）

A ※

低下 ３９．１％
(2012年度）

３９．１％
(2012年度）

D ※

低下 ７１．１％
（2010年）

６９．８％
（2015年）

A ※

７８％（2020年） ７６．０％
(2014年）

８０．０％
（2020年3月）

A ※

全ての世代と同水準をめざす
（2020年）

１５～３４ 歳の割合:９２．７%
全ての世代の割合：９３．７%

（2014年）

　15～34歳の割合:９６．３%
全ての世代の割合:９５．８%

（2020年1月～3月期）
A ※

１２４万人
（2020年）

１７９万人
（2014年)

１３８万人
（2019年）

B ※

３００万人（2020年度） １２３万人
（2014年12月）

２２８．１万人
（2019年8月末【速報値】）

B ※

８０％（2020年） ６８％
 (2010年)

６８％
（2015年）

C ※

おおむね2020年度末までに地
域の実情等を踏まえながら全

国展開をめざす
―

1,717箇所（983市区町村）
（2019年4月1日）

B ※

１００％（2020年） ―
９７．６％

（2018年度）
B ※

全市町村 １，６６０市町村
（2013年4月1日）

１，７３４市町村
（2017年4月1日）

B

子育て世代包括支援センターにおける支援ニーズの高い
妊産婦への支援実施の割合

乳児家庭全戸訪問事業

若い世代の正規雇用労働者等（自らの希望による非正規
雇用労働者等を含む。）の割合

フリーターの数

ジョブ・カード取得者数　（累計数）

結婚希望実績指標（注16）

妊　娠  ・  出　産 （Ⅲ（２）、Ⅳ（１）関 連）

子育て世代包括支援センター整備数

理想の子ども数を持てない理由として「子育てや教育にお
金がかかりすぎるから」を挙げる人の割合

子育てにかかる経済的な負担として大きいと思われるも
のとして「保育所・幼稚園・認定こども園にかかる費用」を
挙げる人の割合

 （ 多 子 世 帯 ）

理想の子供数が３人以上の方で理想の子供数を持たな
い理由として「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」
を挙げる人の割合（注15）

結　婚　（Ⅲ（２）、Ⅳ（１）関 連）

若者（20～34 歳）の就業率

児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）

児童家庭支援センター

情緒障害児短期治療施設（注14）

里親支援専門相談員

児童発達支援センターのうち障害児に対する保育所等訪
問支援を実施する割合

「食育」に関心を持っている国民の割合

社会的養護の充実

里親の拡充

里親等委託率

専門里親登録者数

養育里親登録者数
（専門里親登録者数を除く）

小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）

小規模グループケア

地域小規模児童養護施設

個別対応できる児童相談所一時保護所の環境改善（注
13）



目　　標
（２０１９年度末／２０２０年）

大綱策定時の直近値 2019年度末時点 達成状況 備考項　　　目

全都道府県で
２５～３０床
（2019年度）

２６．３床
（2011年）

全都道府県で25床以上
（平均は34.8床）（2017年）

A

全都道府県・指定都市・
中核市

（2019年度）

６２都道府県市
（2014年度）

７６都道府県市
(2019年7月1日）

B

９５％(2020年） ９３％
（2010年）

９３％
（2015年）

C ※

７０% ３４％（2009年）
３４％

（2009年）（注18）
D

８０％ ―
５８．７％
（2018年）

B

１３％（2020年） ２．０３％
（2013年度）

６．１６％
（2018年度）

B ※

１日あたり２時間３０分
（2020年）

1日あたり６７分
（2011年）

１日あたり８３分
（2016年）

B ※

５％(2020年） ８．８％
（2013年）

　６．５％
（2019年）

B ※

７０％（2020年） ４８．８％
（2013年）

５２．４％
（2018年）

B ※

全ての企業（2020年） ６０．６％
（2013年）

６４．０％
（2019年）

B ※

１０％（2020年） ４．５％（2013年）
２．７％
（2015年）

C

５５％（2020年） ３８.０％
（2010年）

５３．１％
（2015年）

B ※

７３％(2020年) ７１．５％
（2014年9月）

７７．５％
（2020年3月）

A ※

７０％以上の市区町村
２４３（１４％）の市区町村

（2014年末）（注20）

延べ４０６（２４％）の
市区町村

（2015年10月末）（注20）
B

５０．０％（2018年度） ４５．６％
（2014年度）

５８．１％
(2018年度) A

５０．０％（2020年） －
３８．７％

（2019年11月）
B

４４万店舗
約２２万店舗

（2010年11月時点）（注21）
約２０万店舗
（2018年1月）

C

２８％（2020年度） １６％
（2008年度）

１７％
（2018年度）

B

１００％（2020年度） ８３%
(2013年度)

９１％
（2019年度末）

B

１００％（2016年度末） ９７.８%
（2013年度末）

９９．０％
(2019年度末)

B

１００％（2020年度） ８３.３%
(2013年度)

９０．４%
（2018年度）

B

約６０％（2020年度） ４８％
（2012年度末）

約５７％
（2018年度末）

B

約６０％（2020年度） ５３．６％
（2013年度）

６０％
（2018年度）

A

子育てのバリアフリー（道路・施設）

特定道路（注22）におけるバリアフリー化率

主要な生活関連経路における信号機等のバリアフリー
化率

旅客施設（注23）のバリアフリー化率

園路及び広場がバリアフリー化された都市公園の割合

不特定多数の者等が利用する一定の建築物
（注24）のバリアフリー化率

結婚・妊娠・出産・子育ての各段階に対応した総合的な少
子化対策を行っている地方自治体数

結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会づくり （Ⅳ（２）関 連）

マタニティマークの認知度

ベビーカーマークの認知度

子育て支援パスポート等事業への協賛店舗数

共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビー
カーで通行可能な住宅ストックの比率

年次有給休暇取得率

労働時間等の課題について労使が話し合いの機会を設
けている割合

全労働者数に占める週１日以上終日在宅で就業する雇
用型在宅型テレワーカー数の割合

第１子出産前後の女性の継続就業率

女性（２５～４４歳）の就業率

地　域 （Ⅲ（２）、（５）関 連）

妊娠・出産に関する医学的・科学的に正しい知識につい
ての理解の割合

男 女 の 働 き 方 改 革 （Ⅲ（４）関 連）

男性の配偶者の出産直後の休暇取得率
（注19）

男性の育児休業取得率

６歳未満の子供をもつ男性の育児・家事関連時間

週労働時間６０時間以上の雇用者の割合

新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）病床数
（出生１万人当たり）

不妊専門相談センター

夫婦子ども数予定実績指標（注17）

教　育 （Ⅳ（１）関 連）

別添１



目　　標
（２０１９年度末／２０２０年）

大綱策定時の直近値 2019年度末時点 達成状況 備考項　　　目

約７０％（2020年度） ５９．５％
（2013年末）

７３．２％
（2018年度末）

A

約７０％（2020年度） ３３．２％
（2013年末）

５８．８％
（2018年度末）

B

約２５％（2020年度） ３.９％
（2013年末）

５．１％
（2018年度末）

B

約５０％（2020年度） ２８．６％
（2013年末）

４６．２％
（2018年度末）

B

１００％（2020年度） ９２．８％
（2013年末）

９８．２％
（2018年度末）

B

約２８，０００台
（2020年度）

１３，９７８台
（2013年末）

２８,６０２台
（2018年度末）

B

５０％ １９．４％
（2013年度）

４５．２％
（2019年3月）

B

３，０００社（2020年） ２，０３１社
（2014年12月末）

３，３１２社
（2020年3月末）

A ※

福祉タクシーの導入台数

結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会の実現に向かっ
ていると考える人の割合

企　業 （Ⅳ（２）関 連）

くるみん取得企業（注25）

※　備考欄に「※」を記載している項目は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成26年12月27日閣議決定）等
の閣議決定及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（平成22年仕事と生活の調和推進官民トップ会議決定）において政労使の合意として定められたものである。

（注１）認可保育所等とは、認定こども園、認可保育所、地域型保育事業、地方自治体が一定の施設基準に基づき運営費支援等を行っている認可外保育施設等をいう。
（注2）企業主導型保育事業については、2019年3月31日時点における2018年度の拡大量見込み。
（注3）企業主導型保育事業については除く。
（注4）「新・放課後子ども総合プラン（2019～2023）」に基づき、引き続き１万箇所以上で一体型の実施をめざす。
（注5）保護者の疾病や仕事等の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合、又は育児不安や育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ等の身体的・精神的負担の軽減が必要な場合に、児童を児童養護施設等で一時的に預かる
事業。
（注6）保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の場合において、その児童を児童養護施設等において保護し、生活指導、食事の提供等
を行う事業。
（注7）病後児対応型、体調不良児対応型を含む。
（注8）地域子育て支援拠点事業等で実施する「利用者支援」と「地域連携」を共に実施する形態である「基本型」と、主として行政機関の窓口等を活用して主に「利用者支援」を実施する形態である「特定型」の実施か所数の合計。
（注9）幼稚園において在園児を対象として行っている幼稚園型を除く一時預かり事業であり、主に地域の子供（非在園児）を対象とするもの。
（注10）第三期教育振興基本計画（2018～2022）に基づき、全小中学校区で地域学校協働本部など学校と地域が組織的に連携・協働する体制の構築をめざす。
（注11）学校支援地域本部の設置か所数。学校支援地域本部がカバーする学校数とは異なる。補助事業実施数。学校支援地域本部は、H29年度より社会教育法（平成29年３月改正、同年4月施行）に基づく地域学校協働活動を推進
する地域学校協働本部として実施。
（注12）家庭教育支援の取組（地域住民による相談対応や学習機会の提供等）を実施している小学校区数。補助事業実施数。
（注13）子供の年齢や性別に応じた処遇、子供の行動様式や状況に応じた対応等を可能とするため、居室の整備、職員体制の確保等を行うもの。
（注14）情緒障害児短期治療施設は、平成29年4月より児童心理治療施設として実施。
（注15）予定子供数が理想子供数より少ない夫婦のうち、理想子供数が3人以上で予定子供数が2人以上の夫婦が、理想の子供数を持たない理由として「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」を選択する割合。
（注16）結婚の希望（既に希望を実現したと考えられる有配偶者を含む。）と、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の期間（５年間）経過後の結婚の実績の対比を指標として設定。具体的には、「調査時点より５年前における、18～34歳の
人口に占める有配偶者の割合と５年以内の結婚を希望する者の割合の合計（A）」に対する「調査時点における23～39歳の人口に占める有配偶者の割合（B）」の比率（＝B／A）を算出。
（注17）夫婦の平均予定子供数（完結出生児数の調査対象となる夫婦が調査対象であった期間の平均）に対する完結出生児数（結婚持続期間15～19年の夫婦の子供数）の比率。
（注18）2009年から2010年にかけてLaura Bunting, Ivan Tsibulsky, and Jacky Boivinが実施した妊娠・出産に関する知識に関する国際調査における日本人の正答率であり、18歳から50歳であって、結婚しているか同棲中であり、半年
以上妊娠を希望しているが妊娠していない者（男女）を対象に実施したもの。"Fertility knowledge and beliefs about fertility treatment: findings from the International Fertility Decision-making Study"Human Reproduction, Vol.28, No.2
pp. 385–397, 2013より。
（注19）配偶者の出産後２か月以内に半日又は１日以上の休み（年次有給休暇、配偶者出産時等に係る特別休暇、育児休業等）を取得した男性の割合。
（注20）内閣府の地域少子化対策強化交付金を活用し「結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援」を実施することが決定している地方自治体数。
（注21）2015年大綱作成時の直近値は「約22万店舗（2010年11月時点）」となっているが、「約20万店舗（2018年1月時点）」が直近値。
（注22）駅、官公庁施設、病院等を相互に連絡する道路のうち、多数の高齢者、障害者等が通常徒歩で移動する道路の区間として、指定された道路。
（注23）１日当たりの平均利用者数が３千人以上の旅客施設（鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、空港旅客ターミナル）。
（注24）百貨店、劇場、老人ホーム等の不特定多数の者又は主に高齢者、障害者等が利用する建築物について、床面積2,000㎡以上のものを新築等する際に段差解消等のバリアフリー化を実施することとされている。
（注25）次世代育成支援対策推進法に基づき、子育てを支援する企業として認定を受けた企業。

子育てのバリアフリー（公共交通関係）

バリアフリー化された鉄軌道車両の導入割合

ノンステップバスの導入割合

リフト付きバス等の導入割合

バリアフリー化された旅客船の導入割合

バリアフリー化された航空機の導入割合




